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建築物における建築物におけるIPM(IPM(総合的総合的
有害生物管理有害生物管理))による施工方法による施工方法

環境生物コンサルティング・ラボ環境生物コンサルティング・ラボ

2009.2.3  2009.2.3  仙台市仙台市

本日の講演内容

1 IPMは米国農業から始まった

2 日本でのIPM実施に至る社会的背景

3 建築物環境衛生維持管理要領のポイント

4 建築物における維持管理マニュアル
1) ネズミ

2) ゴキブリ

3) チカイエカ

4) ハエ・コバエ

5   IPMの特徴など



IPMとは?
■IPMとはIntegrated Pest Managementの略です。

農業分野の先人はIntegratedを「総合」と訳しました。

その後「総合的防除」と呼ばれるようになりました。

■ビルでこの言葉を聞いたお客さんの中には｢総合」を

全ての害虫を駆除してくれる施工法と思う人もいます。

■Integratedとは本来「二つ或いはそれ以上のものを

効果的なシステムにするため結びつる」という意味に

なり、集積・統合を意味します。

「いろいろな手段を動員して・・・を行うこと」の意味です。

IPMは米国の農業から始まった

■IPMは米国の農業から始まった。1960-70年代の大量の残

留農薬投入による農産物への残留、ヒトへの健康危害への
反省からスタートした。1962年刊行の｢Silent Spring｣が契機

■米政府による70年代の基礎研究、80年代前半の実用試験

を経て農業への実用性が確認され、法的なバックアップもあ
り行政関係施設からIPMが開始された。この言葉を正式に

使ったのはニクソン大統領が最初

■1980年代後半には都市の害虫管理にも波及しはじめた

■1993年全米7000の連邦政府建物、全米11万の公立学校の

害虫対策に採用或いは義務化



農業IPMはペストコントロール業界にも広がった

■90年代の終頃には防除業者向けのテキストや大学
の講座・通信教育テキストもIPMに切り替わった。大
学・行政機関のホ－ムペ－ジでもIPM教育が始まった

■ペストコントロール業界内では必要性は認めてはいた
ものの、なかなか実行には至らなかったが、1993年
の連邦政府建物・学校でのIPM義務化が直接のきっ

かけになった。

■オーガニック・ペストコントロールとか

Chemi-free を売り物にした会社を

設立しIPM推進の防除会社も現れた。

■程なく食品業界にも波及した。

日本での建築物衛生法改正の背景

・化学物質への憂慮

・農薬が食の安全を脅かしているので

はないかという人々の憂慮

IPMを推進した



日本の建物IPM実施までの背景(1)
■日本で、農業以外で薬剤・殺虫剤が問題になり始めた

のは健康志向が高まり始めた1990年代に入ってから。

■1991-92年のゴルフ場農薬汚染問題。水質汚染なし

■1992年頃の有機リン系シロアリ剤の健康被害問題

■1993年化学物質過敏症がいきなり一般向け書物とし

て数冊出版。不安を感じた患者が急増。未解決

■1997年日本でシーア・コルホーンの

「奪われし未来」出版。環境ホルモン

として一気に 社会問題化。

あの環境ホルモン騒動は今どうなっているか?

■1998年環境庁は、調査プログラムSPEED’98を立ち上げ、疑
わしい65化学物質を調べると発表。この中にはペルメトリン、

マラソン、サイパーメスリン等もが含まれていた。

■1998-2004年までになんと400億円の研究費投入。米国はわ
ずか30億円、英国は27億円

■2005年に、一部の物質は魚類に影響するかもしれないが

哺乳動物には影響しないと日本政府は結論した。

http://www.env.go.jp/chemi/end/index.html

■どうやら空騒ぎ? 原本の副題はA Science Detective Story
(科学探偵物語)だった・・・

■しかしExTEND’05として研究はこれからも 続きます・・・

ビスフェノールAは再度厚労省見直し中(2008.11)



化学物質過敏症(MCS)が残された課題

■1987年エール大のクレンが「過去に大量の化学物質に一度暴

露された後、或いは長期的に継続して化学物質に暴露を受けた後
には、非常に微量の化学物質にも症状をおこすことがある」と発表
日本でも1995年以降、シックハウス症候群とともに問題化した

■症状として、粘膜刺激、皮膚炎、気管支炎、精神症状、頭痛、発
熱、疲労感等で一定の症状ではない。シックハウス症候群は解決
■MCSについては厚労省、環境省合わせて7回のプロジェクトでも
原因は解明されず。(2004.2.27日本政府見解発表による)

http://www.env.go.jp/chemi/anzen/mcs.htlm
世界中で25年間研究されているが未だ原因は不明
■その後も患者団体の陳情は続き、平成18年3月

には国会質問でも取り上げられた。政府は調査続行。
特に使用時の暴露度合いに取り組み中

リスクは暴露度合いで決まる
どちらがリスクが高いですか?



リスク(Risk)とは?

Risk =Hazard×Exposure
危険度=毒性の程度×暴露量(摂取量)
毒性の強い危険な化学物質でも、暴露量がゼロなら

リスクはゼロ。これを管理するのがリスク・マネージメ

ントで厚生労働省・農水省・環境省で行われている。

マスコミ報道はHazardばかりが強調されすぎる。

日本の建物IPM実施までのあゆみ(1)
■2002年5月日本ペストコントロール協会IPM宣言

■2002年12月建築物衛生法の施行規則一部改正、翌年

4月施行。「6ケ月ごとの調査とその結果に基づく措置」を

行うという調査主体のIPM的管理が要求された。

■2003年3月の告示119号で、「食品を取り扱う区域並びに

排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等、特にね
ずみ等が発生しやすい箇所については、2ヶ月以内ごとに1
回、その発生状況を調査し、必要に応じ発生を防止する措
置を講じること」と示された。

■「調査の方法が具体的でない」という問題点が指摘された



日本の建物IPM実施までのあゆみ(2)

■2003年から2005年にかけて厚生労働科学研究

により「建築物におけるねずみ、害虫等の対策に関

する研究」が行われ、51の論文と建物IPMの提案が

なされた

■2007年厚生労働省により「建築物環境衛生管理

要領等検討会」(委員9名、オブザーバ2名)が4回公

開で開催。全ての管理面の検討が加えられ、7月25
日にパブリックコメント募集

■「建築物環境衛生維持管理要領」「建築物におけ

る維持管理マニュアル」として通達が平成20年1月

25日に都道府県あて出され、即日施行となった

■全国に約40,000ある特定建築物からまず開始

■3000m2以下のビルもこれに従う努力義務がある(法律
第4条第3項)

■国土交通省の官公庁施設の共通 仕様書の付録にIPM
施工記載(2008.4)。仕様書本体に組み込む作業がいよ
いよ開始(2009)

■環境省のグリーン購入法(H13)の基本指針(H19.11)の
役務業務に建物のIPM的害虫管理が加わった

■いくつかの市で、管轄の施設・緑地の管理にIPM的手法

が導入された



「建築物環境衛生維持管理要領」のポイント(1)

1 特定建築物における害虫管理は「総合的有害
生物管理*」で行うこと。 *IPMの和訳

2 総合的有害生物管理とは「建築物において考え
られる有効・適切な技術を組み合わせて利用し
ながら、人の健康に対するリスクと環境への負
荷を最小限にとどめるような方法で、有害生物
を制御し、その水準を維持する有害生物の管理
対策である」。即ちIPMです。

建築物環境衛生維持管理要領のポイント(2)

3 生息調査に際しては、適切な生息密度調査法に基づい
て行うこと。即ち、相対的な生息数が判るような方法で
行う。具体的には捕獲トラップを利用し、数値で表す。

4 生息密度調査の結果に基づき、有害生物等の維持管
理水準値を設定すること。

5 防除に際し、

ア)人や環境に対する影響を可能な限り少なくする。特に薬剤使用に当

たり、種類、薬量、処理法、処理区域の検討を行い、日時、作業方
法を周知徹底させること



建築物環境衛生維持管理要領のポイント(3)

イ) まずは発生源対策、侵入防止対策を行うこと。発生源
のうち、環境整備等については発生を防止する観点か
ら、建築物維持管理権原者*の責任の下で日常的に
実施すること

ウ) 有効かつ適切な防除法を組み合わせて実施すること。
当該区域の状況に応じて薬剤やトラップの利用、侵入
箇所の閉鎖などの防虫・防鼠工事を組み合わせて実
施すること。

建築物環境衛生維持管理要領のポイント(4)

エ) 食毒剤(毒餌剤)の使用に当たっては、誤食防止を図ると共
に、防除作業終了後、直ちに回収すること。

オ)薬剤散布後、一定時間入室を禁じて、換気を行う

等利用者の安全を確保すること

6 対策の評価を実施すること。評価は有害生物の密度と

防除効果等の観点から実施すること

7 帳簿類の記載：日時、場所、実施者、調査法と結果、決

定した基準、措置の手段、実施場所、使用薬剤、評価

の結果等を記載



IPMには以下の条件が必要
(1)  生息密度調査法が定められていること。

(2)  標準的な目標水準を設定し、それをもとに措置す
ること。

(3) 人や環境に配慮した防除をすること。

特に薬剤の使用に当たっては、種類、薬量、処理法、処理区域について

十分な検討を行い、日時、作業方法を建物利用者に周知徹底させること

(4)  有効適切な防除法を組み合わせること。

発生源対策のうち環境整備等に関するものは発生を防止するという観点

から、建物物維持管理権原者の責任のもとで実施する。

(5) 評価
対策の評価・IPM導入の結果等について標準的な水準に照らして行う。

建築物における
維持管理マニュアル
第6章ねずみ等の防除

建築物における建築物における
維持管理マニュアル維持管理マニュアル
第第66章ねずみ等の防除章ねずみ等の防除

このマニュアルは一つのすすめ方の例を示しこのマニュアルは一つのすすめ方の例を示し
ているのであり、必ずしもすべてこの方法に従ているのであり、必ずしもすべてこの方法に従

うことを要求しているわけではないうことを要求しているわけではない



マニュアルに示された

IPM実施手順の例
1 ビル側で全体の統括責任者を定め、各部担当と役

割分担を決める

2 各建物に見合った害虫管理の目標水準を設定する

許容水準、警戒水準、措置水準

3 生息調査を実施し、結果よりどの水準かを知る

4 いろいろな方法を組み合わせた、より安全な環境に

やさしい防除作業を実施する。薬剤を使用する時は

少なくとも前後3日間その旨掲示する

5 効果判定をし、水準に照らし合わせ判定

6 すべて記録する

Ⅰ 年2回のねずみ生息調査の方法
1 目視調査

糞、足跡、齧り後、ラットサイン、侵入口などを調べ、次の生息
密度調査時の参考にする

2 生息密度調査
1)無毒餌による喫食調査：1箇所10gづつ餌皿に入れ対象区域

10m2に1箇所配置。翌日以降に回収し重さを量る。喫食がな
ければいないとみなす。

2)黒紙設置調査：天井点検口を開け、A4程度の黒紙を
1-2週間配置し、足跡を調べる。足跡がなければ天井裏
にはいないとみなす。

マニュアルに示された

ネズミIPM実施モデル



このような証跡でネズミの出没を知ります

新しい糞 粉末上の足跡 ラットサイン

齧り跡 無毒餌(10g)の喫食量 スイング・マーク

マニュアルに示された

ネズミIPM実施モデル
3 環境調査

1)食物の管理状況(餌を与えない)
・清掃状況 ・整理・整頓状況
・食物管理状況・厨芥類の管理状況
2) 施設・設備の調査(侵入・移動の防止)
・外部からの侵入口 ・垂直移動できる通路・隙間
・室外からの侵入隙間 ・排水系からの 侵入路

・厨房機器の下部・裏は清掃できるか
3)建物周辺の調査

*この調査の結果は報告書として業者側から
ビル管理者に提示されることが多い



(参考)特定建築物の防虫・防鼠構造は建築確認

申請時に保健所長の審査が必要です

建築基準法第93条5項と6項に基づく指導要領

1 防虫構造：

衛生害虫が建築物内部に侵入しないような構造とする

2 防そ構造：

1)ネズミが建築物内部に侵入しないような構造とする

2) 給排水管・配管等を天井、側壁等を貫通させる場合には、
その接点に座金をつける

3)出入り口ドアの下部の隙間は、ネズミが通過できない巾に
金属板等を自動開閉装置を設ける等、防そに有効な措置を
講ずる

4)排水口、排気口等が外部と接する場所には、耐蝕性で堅固
な金属網等の防そに有効な措置を講ずる

Ⅱ 調査結果より標準的な水準のどのレベルかを見る

1 許容水準：以下の全てに該当すること

①生きた個体が確認されないこと
②配置した無毒餌が喫食されないこと
③天井の出入り口に配置した黒紙に足跡・齧り後がないこと

2 警戒水準：以下の全てに該当すること

①生きた個体が確認されないこと
②無毒餌の喫食か黒紙に足跡・齧り後のどちらかがある

3 措置水準：以下のいずれか1つ以上に該当すること
①生きた個体が確認される
②食品や家具・什器に咬害が見られる
③無毒餌の喫食と黒紙に足跡・齧り後の両方がある



Ⅲ 生息調査の記録を報告する

調査結果を報告書に記録し必要措置について関係者に提案

調査日、調査責任者、調査場所、環境状況、被害状況、ネズ

ミの種類と推定生息数、生息範囲、巣の場所、侵入経路、

構造上の問題点、食物管理、清掃など管理上の問題点、

必要な防除計画

Ⅳ 作業計画書の作成

調査結果より、防除作業が必要な場合、その計画を提出する。

方法、人員、使用薬剤、資材、機器など。

薬剤を使用する時は、日時、処理区域、実施者、注意事項を

等を書いて提示する。掲示場所はビル側の責任。

Ⅴ 防除作業の実施
1 環境的対策(主にビル側の責任で処理)

1)食物の管理：ねずみに餌を与えない対策

食品類の収納・密閉保管、できない時は区域全

体の防鼠構造化、厨芥の処理、食器の洗浄・収納

2) 清掃管理：ネズミの餌の除去と巣をなくす

厨房の床清掃による残渣除去、床水分の除去、

厨芥の後始末、棚・引き出しの整理・整頓、ダン

ボールの除去、排水系・グリスストラップの清掃、

ゴミ箱の洗浄



3) 防鼠工事(主にビル側の責任下で処理)
(1) 侵入口を塞ぐ

地下駐車場、ドア・シャッター周り、各種配管引込口

(2) 縦の移動を制限する

給水・排水管シャフト、電気・通信系シャフト

(3) 横の移動を制限する

2)から天井裏への入り口、配管・配線周りの隙間

(4)  室内への侵入口を塞ぐ

パイプ周りの隙間、二重壁の穴、ドア下の隙間



防鼠工事に必要なねずみの運動能力
■Rattus属(ドブネズミ・クマネズミ)の幼獣1/2インチ(1.3cm)以

下，Mus属(ハツカネズミ)の幼獣は1/4インチ(0.67cm)以下な

ら通過できない。頭が入れば体も通り抜ける

■垂直なパイプ(直径7.5cm以下)の垂直なパイプの外側を登る

■水平なパイプの上を走る

■平面から1ｍ近く跳びあがる

■ブロックのような粗い面をよじ登る

4 殺鼠剤の利用

毒餌は皿・ベイトボックスに入れる。基材の選択が
大切。抵抗性の疑いのある時は捕獲して殺鼠試験

5  忌避剤の利用

齧られては困る所に塗布(カプサイシン、シクロヘキ
シミド)

6  トラップの利用

主として粘着トラツプ。

捕獲頻度が大切



ネズミの駆除率と回復期間 WHO1998

Ⅵ 事後処理

死鼠の速やかな処分、残った殺鼠剤・トラップ
の回収、こぼれた餌の清掃

Ⅶ 効果判定

生息調査と同じ方法で調査し、データを比較。
目標水準に照らしあわす。

Ⅷ 必要なら再施工

Ⅸ 結果の記録

Ⅹ 緊急時の窓口の整備



マニュアルに示された

ゴキブリIPM実施モデル

Ⅰ 年2回のゴキブリ生息調査の方法
1 目視調査：

生息しそうな所を照明器具で照らし、虫体、糞、ローチスポッ
ト、卵鞘等の有無を調べ、いそうなところを予想する

2 トラップによる調査：

粘着面が８×20cm程度のトラツプを活動の多い厨房などで
は5m2に1枚、活動の少ない事務室などでは25-50m2に1枚
設置。3-7日後回収し、捕獲数カウント。1トラップあたりの捕
獲指数を算出。卵鞘孵化幼虫は除外

3 聞き取り調査

4 環境調査：ゴキブリに餌・水・潜伏場所を与えない

環境整備状況点検、施設・設備の状況点検、

5  調査報告書の提出

生きたゴキブリを見る 死虫と卵鞘の殻 配電函に溜まった死虫

ゴキブリの糞 ローチスポット 生きたゴキブリを見る



ゴキブリ捕獲指数の算出

捕獲指数=捕獲されたゴキブリ総数

÷(設置期間×トラップ数)

ある区域に粘着トラップ5枚を3日間配置。

合計30匹チャバネゴキブリが捕まった。

捕獲指数:30匹÷(3日×5枚)=2

Ⅱ 調査結果より標準的な水準のどのレベルかを見る

1 許容水準：以下の全てに該当すること

①トラップによる捕獲指数が0.5未満

②1個のトラップに捕獲される数は2匹未満

③生きたゴキブリが目撃されない

2 警戒水準：以下の全てに該当すること

①トラップによる捕獲指数が0.5以上1未満

②1個のトラップに捕獲される数は2匹未満

③生きたゴキブリが時に目撃される

*その他①~③の条件について、許容・措置に該当しない場合は、

警戒水準とする



3 措置水準：以下の状況のいずれか1つ以上

に該当すること

①トラップによる捕獲指数が1以上

②1個のトラツプに捕獲される数が2匹以上

③生きたゴキブリがかなり目撃される

*捕虫指数は、配置トラップ10枚以下は上位 3枚を、
10枚以上は上位30%のトラツプの捕獲指数で算出

する。

最大捕獲数管理で重要ポイントを見つける

■A、Bの区域で3日間、5枚の粘着トラツプを置いた。

■ Aには各々1,1,1,0,0匹捕獲。捕獲指数は上から3つの
トラップで、3匹÷(3枚×3日)=0.33

■ Bには各々3,0,0,0,0匹捕獲。捕獲指数は上から3つの
トラツプで、3匹÷(3枚×3日)=0.33

■ともに捕獲指数は合格であるが、最大捕獲数で3匹捕
獲のあったB区域は警戒水準になる。



Ⅲ 生息調査の記録を報告する

Ⅳ 作業計画書の作成

Ⅴ 防除作業の実施

1 環境対策(主にビル側の責任で日常的に処理)
1) 食物管理：食物の収納・密閉、厨芥管理、

食器の洗浄・収納

2) 清掃管理：厨房床の食物残渣清掃・除去、

床水分の除去、排水溝・グリーストラツプ

の洗浄、ゴミ容器の清潔管理等

2 防除作業の実施
1)吸引掃除機によるゴキブリの吸引

2)ベイトの配置：競合する食物残渣を除去し、

べイト剤を投与

3)殺虫剤による防除：効果がない場合は薬事法で認可された薬
剤を処理する。水性乳剤、MC剤の隙間処理が良い。使用す
る場合は少なくとも前後3日間は掲示する。使用薬剤名、実施

区域、匂い、過敏症の人への注意など

4)環境整備のアドバイス



防除作業時の注意事項の例
殺虫剤安全使用ガイドラインの12P参照

Ⅵ 事後処理

使用資材・残薬の回収、ベイト除去、

Ⅶ 効果判定

生息調査と同じ方法で調査し、データを比較。

目標水準に照らしあわす。薬剤の効果が不十分と

思われる時は、ゴキブリを採集し、ベイトの喫食性、

殺虫剤抵抗性を調査、

Ⅷ 必要なら再施工

Ⅸ 結果の記録



マニュアルに示された
チカイエカのIPM実施モデル

■ビル内に多いのは地下の水槽で発生するチカイエカ。冬でも活
動する。アカイエカの亜種。成虫での両種の

見分けは極めて困難。

■チカイエカの特徴

1) メスの1回目の産卵は無吸血でも可能

2) 試験管のような狭い空間でも交尾可能

3) 冬でも活動する(非休眠性)
■外周の雨水枡、空容器、古タイヤ等の小さい水域で発生が多い

のはヒトスジシマカ

マニュアルに示された

カのIPM実施モデル
Ⅰ 年2回の蚊の生息調査の方法

1) 目視調査
地下の図面を入手し、湧水槽、雑排水槽、汚水槽、冷却水槽等の位
置を調べておく。これらの槽の近くの部屋に成虫の係留・飛翔はない
か調べる。敷地内の雨水枡、樹洞、周辺の排水溝、池など水域の蚊
幼虫調査

2) トラップによる成虫捕獲調査
成虫のいそうな所には捕虫トラップを設置する。

3) 聞き取り調査

4) 環境調査
マンホールの隙間・孔(不備はビル側にアドバイス)。
建物敷地内の雨水枡、樹洞、周辺の排水溝、池など

の水域の幼虫調査



建物外周の蚊の発生源

雨水枡 花の容器など 廃棄物

排水溝 樹洞

ビルの地下平面図





Ⅱ調査結果より標準的水準のどのレベルかを見る

1 許容水準：以下の全てに該当すること

①トラップによる捕獲指数が1未満

②1個のトラツプに捕獲される数が1匹以下

③屋内に生きたチカイエカが目撃されない

2 警戒水準：以下の全てに該当すること

①トラツプによる捕獲指数が1以上3未満

②1個のトラップに捕獲される数が2匹以下

③トラップには捕獲されないが、屋内に生きたチカ

イエカが僅かに目撃される

* その他,①~③が許容・措置水準に該当しない時は警戒水準と

する

3 措置水準：以下のいずれか1つに該当すること

①トラツプによる捕獲指数が3以上

②1個のトラップに捕獲される数が3匹以上

③トラツプには捕獲されないが屋内で吸血される

Ⅲ 生息調査の記録を報告する

Ⅳ 作業計画書の作成



Ⅴ 防除作業の実施

1 環境的対策

1)幼虫対策：頻繁な水抜きなど

2)成虫対策：窓に網戸、換気口、ドアー隙間の補修

2 化学的対策

幼虫発生源の水域にIGR剤、有機リン剤を投入。

成虫には室内にULV処理。処理前後3日間は掲示。

処理後少なくとも3時間は立ち入り禁止とし、再使用

前には換気を十分に行う。

Ⅵ 事後処理

Ⅶ 効果判定

Ⅸ 必要なら再施工

Ⅹ 結果の報告



マニュアルに示され

ハエ・コバエIPM実施モデル
Ⅰ 年2回のハエ・コバエの生息調査の方法

1 調査対象種を知る

「ハエ」は大型のイエバエ、ニクバエ、クロバエなどの中型から
大型のハエを指し、

「コバエ」は分類学上の種類ではなく、小型の飛翔性の昆虫全
体の総称として用いている

コバエⅠ類：ノミバエ、ショウジヨウバエ、トゲハネバエ、ハヤト
ビバエ

コバエⅡ類：チョウバエ、ニセケバエ、クロバネキノコバエ

主なハエ・コバエ類

イエバエ センチニクバエ オオクロバエ ノミバエ科

シヨウジヨウバエ科 ハヤトビバエ類 クロバネキノコバエ科 チョウバエ科



2  年2回の生息調査

1) 事前調査

どういう種類のハエ・コバエが捕獲されるかをトラップ

で調査するが、その前に、外から来るのか、内部で発生

する可能性があるのかを目視で調べる必要がある。

外部から来るものは出入り口で防ぐ対策が主になる。

内部で発生するものはそのまずその発生源を調べる。

チョウバエ(汚泥、浄化槽、排水溝)、ショウジョウバエ

(流しの厨芥:野菜・果物、漬物)、ノミバエ(動物死体、

糞などの動物質)、ハヤトビバエ(腐敗した動植物、糞)

2) 生息調査

建物内でハエ・コバエ類をよく見かけるところに、粘着捕獲式の

ライトトラップを設置する。粘着・リボントラップでも捕獲できる。

多くは、厨房、雑排水槽付近、湯沸場、観葉植物置き場などに

配置する。設置期間は2週間以内で、都合の良い期間を選ん

で成虫発生調査を行う。



Ⅱ 調査結果より標準的水準のどのレベルかを見る

1 許容水準:以下の全てに該当すること

①トラップによる捕獲指数がハエは1未満。コバエ類は3未満

②1個のトラップに捕獲される数が、ハエは２匹以下。コバエ類

は3匹以下

③生きたハエ・コバエが目撃されない

2 警戒水準:以下の全てに該当すること

①トラップによる捕獲指数がハエは5未満。コバエ類5未満

②1個のトラツプに捕獲される数が、ハエは5匹未満。コバエ類

は10匹未満

③生きたハエ・コバエが目撃されないか、僅かに目撃される

(その他、①-③の条件が、許容・措置水準に該当しない場合

は警戒水準とする)

3 措置水準:以下のいずれか1つ以上に該当すること

①トラップによる捕獲指数が、ハエは5以上、

コバエ類は5以上

②トラップに捕獲される数は5匹以上、

コバエ類は10匹以上

③生きたハエ・コバエ類が多数目撃される



Ⅲ ハエ・コバエ類の防除

1 環境対策

1) 発生源の除去・清掃

2)  観葉植物の管理

2 物理的対策

1) ライトトラップの設置

2) 匂い誘引トラップ

3) 外部からの侵入防止策(前室、二重ドア、

防虫カーテン・網戸など)
3 薬剤による防除

1)幼虫発生源への薬剤処理(IGRなど)
2)成虫はピレスロイド剤のULV

「IPM施工」と呼べる4つの条件

1   生息密度調査が実施されること

2   どれくらい生息すると措置をするか水
準値が示されていること

3   人・環境に安全な手法をまず実施す
ること。殺虫剤は次の選択

4   すべて記録し、検証を行う



ビル管理者側の理解が必須

□IPMを正しく理解していない人が、ビル側との営業

折衝に当たり、不備な仕様書を定めてしまうと、防
除担当者はその方法でやらざるを得ない。下請け
の場合、問題は起こりやすい。

□「IPMは薬剤を使わないから安くなるはず」との理

由で値引き要求が出るといわれている。「使わな
い」のでなく、使うかどうかの判定に科学的判断が
導入されるようになっただけ。

*IPMは防除の意思決定システムである。

□米国の実例では当初2-3倍の施工費になっている

が、やがて安くなり効果も上がっている

お客さんから見たＩＰＭのメリット

1 調査に基づく環境的なアドバイスが得られる。

これをもとにした構造・設備・衛生管理面の改善により、
当初は経費が増えてもやがて調査結果は良いため防
除回数は減少し、費用は少なくてすむはず。

2 どの程度の生息状況かが数字で把握できるため

防除の意思決定が合理的になる。

3 「環境にやさしいグリーンビル」のイメージを利用者・テナ
ントにPRできる。

4 一般に殺虫剤の使用は減り、安全は確保しやすい。

しかも効果は徐々に良くなっていく。



PCOから見たIPMのメリット

1 調査＋アドバイスレポートがPCOのイメージアップ

プロの技術力を示す絶好のチャンス。

2 許容水準をもとに合理的管理ができる。姿を見たか

どうかの管理ではない。

3 各種の防除手段の動員で、効果が上がる。

4 殺虫剤使用量は減少し、利用者・従業員にはより安全
(但しトラップは増加する)。

5 トラップによる調査はいろいろな仕事を生みだす。

日本ペストコントロール協会のIPM出版物



日本PC協会のIPMへの対応アンケート
200年秋 n=312人

■IPMに対応できると答えた人 92.6%
■IPMに対する顧客の反応

1 あまり理解してくれない 54.1%
2  理解しているが協力してくれない 32.8%
3  理解してくれている 13.1%

1の「あまり」の内訳：顧客の理解度とその割合

0%:   6.1%         25%以下:   51.8%
25-50%：28.8% 50%以上： 13.2%



ご静聴ありがとうございました
ご意見・ご質問はございませんか?



 

 

 

 

 

 

 

事例発表 

 

「仙台市における特定建築物の立入検査等について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（講師）仙台市健康福祉局生活衛生課 加藤 雅幸 

 

 

 

 

 

 

 




